
　
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
子
育
て
世

帯
に
対
し
、
所
得
制
限
を
超
え
る
世
帯
を

除
き
、臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

市
で
は
、
対
象
児
童
一
人
当
た
り
10
万
円

を
一
括
で
支
給
し
ま
す
。

　
給
付
金
の
申
請
は
、
基
本
的
に
は
不
要

で
す
。
申
請
が
必
要
な
方
は
、
下
記
❶
か

ら
❸
の
方
で
す
。
そ
れ
以
外
の
方
に
は
、

令
和
３
年
12
月
22
日
に
、
高
校
生
の
兄
姉

の
分
も
合
わ
せ
て
支
給
済
み
で
す
。

□
支
給
対
象
者
　

❶
中
学
生
以
下
の
弟
妹
が
い
な
い
高
校
生

な
ど
（
平
成
15
年
４
月
２
日
～
平
成
18
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
子
ど
も
）
の
保
護
者

❷
所
属
庁
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
公
務
員

❸
令
和
３
年
12
月
１
日
～
令
和
４
年
３
月

31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子
の
保
護
者

※
出
生
届
提
出
時
に
案
内
し
ま
す

□
支
給
時
期
　
１
月
下
旬
以
降
順
次
支
給

□
申
請
方
法
　
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
社
会

福
祉
課
に
備
え
付
け
の
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
郵
送
か
直
接
提
出
す
る
。

※
申
請
が
必
要
な
方
で
、❶
と
❷
の
方
は
、

令
和
３
年
９
月
30
日
時
点
の
住
所
地
で
申

請
が
必
要
で
す

□
申
請
期
限
　
２
月
28
日
㈪
（
❶
と
❷
の

方
）

申
・
問
　
〒
５
０
９
―
７
２
９
２
（
住
所

不
要
）
社
会
福
祉
課
（
西
庁
舎
１
階
、
内

線
１
８
４
）

環
境
に
も

近
所
に
も
優
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

薪
ス
ト
ー
ブ
や
暖
炉
は

正
し
い
使
用
方
法
で

　
薪ま

き

ス
ト
ー
ブ
や
暖
炉
は
、
薪
や
木
質
ペ

レ
ッ
ト
な
ど
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

使
用
し
た
暖
房
で
す
。
化
石
燃
料
を
使
用

し
な
い
た
め
、
地
球
温
暖
化
防
止
に
貢
献

す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、誤
っ

た
使
用
方
法
は
、
大
気
や
健
康
に
影
響
を

及
ぼ
し
た
り
、
臭
い
や
煙
、
す
す
が
近
隣

の
方
を
困
ら
せ
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
り

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
使
用
し
て
い
る
方
や
こ
れ
か
ら
設

置
を
考
え
て
い
る
方
は
、
正
し
い
使
用
方

法
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　
長
く
、
安
全
で
快
適
に
薪
ス
ト
ー
ブ
や

暖
炉
を
使
用
す
る
た
め
に
は
、
次
の
五
つ

の
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

❶
十
分
に
乾
燥
し
た
薪
を
使
用
す
る

❷
家
庭
で
出
た
ご
み
や
紙
く
ず
な
ど
は
燃

や
さ
な
い

❸
定
期
的
に
炉
内
と
煙
突
を
掃
除
す
る

❹
ガ
ス
ケ
ッ
ト
や
触
媒
な
ど
の
消
耗
品
は

必
要
に
応
じ
て
交
換
す
る

❺
数
年
に
一
回
程
度
は
専
門
業
者
に
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
を
し
て
も
ら
う

　
こ
の
五
つ
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
で
、

大
気
汚
染
の
原
因
物
質
を
減
ら
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
薪
ス
ト
ー
ブ
の
使
用
時
に
発
生
す
る
煙

や
臭
い
、
す
す
に
対
す
る
相
談
や
苦
情
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
取
扱
説
明
書
に
従

い
、
適
切
に
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
洗
濯
物
が
干
さ
れ
て
い
た
り
、
窓
が
開

い
て
い
た
り
す
る
時
間
帯
は
使
用
を
控
え

る
な
ど
、
近
隣
の
方
に
迷
惑
が
掛
か
ら
な

い
よ
う
な
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
　
環
境
課
（
内
線
２
０
９
）

　
申
告
会
場
の
密
集
を
避
け
る
た
め
、
各

地
域
の
申
告
会
場
で
は
入
場
制
限
を
行
い

ま
す
。

　
可
能
な
限
り
所
得
税
の
確
定
申
告
は
電

子
申
告
か
郵
送
で
、
市
・
県
民
税
申
告
は

郵
送
で
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
申
告

方
法
な
ど
、
詳
し
い
情
報
は
、
本
紙
２
月

号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
役
所
会
議
棟

２
月
16
日
㈬
～
３
月
15
日
㈫（
平
日
の
み
）

午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

各
地
域
（
左
表
）

２
月
４
日
㈮
～
３
月
15
日
㈫（
平
日
の
み
）

午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

所
得
税
は
電
子
申
告

市
・
県
民
税
は
郵
送
で

所
得
税
の
確
定
申
告

市
・
県
民
税
の
申
告

高
校
生
の
保
護
者
、
公
務
員
、
新
生
児
の

保
護
者
は
申
請
が
必
要
で
す

18
歳
以
下
へ
の

国
に
よ
る
10
万
円
給
付

■
申
請
が
必
要
な
方

■
密
回
避
の
お
願
い

■
申
告
会
場

令
和
３
年
第
５
回

市
議
会
定
例
会
で
決
定

議
長
、副
議
長
、各
行
政

委
員
会
委
員
が
決
ま
る

■
誤
っ
た
使
用
方
法
は
ト
ラ
ブ
ル
の

　
元
に

■
安
全
で
快
適
に

■
近
所
へ
の
配
慮
を

申告会場 とき 対象地区

明智振興事務所 2月 ４日㈮～
2月10日㈭ 明智町

串原コミセン 2月 ８日㈫、
2月 ９日㈬ 串原

中野方コミセン 2月17日㈭、
2月18日㈮ 中野方町

飯地コミセン 2月21日㈪ 飯地町

笠置コミセン 2月22日㈫、
2月24日㈭ 笠置町

武並コミセン

2月25日㈮、
2月28日㈪ 武並町

3月 １日㈫、
3月 ２日㈬ 三郷町

山岡農村環境
改善センター

3月 ３日㈭～
3月 ７日㈪ 山岡町

岩村コミセン 3月 ８日㈫～
3月10日㈭　 岩村町

上矢作コミセン 3月11日㈮～
3月15日㈫ 上矢作町

※市内の感染状況により、申告の受付期間や受け付
け方法が変更となる場合があります

問 税務課（内線１２８）

▲環境省木質
バイオマス
ストーブ環境
ガイドブック

対象
児童

０～ 18歳までの児童
（平成15年 4月 2日～令和 4年 3月
31日生まれ）

支給額 児童一人当たり10万円

支給
対象者

対象児童の保護者のうち、生計を維
持する程度の高い方（所得の高い方）

支給
時期

■申請不要の方
　令和３年12月22日に支給済み
■申請が必要な方
　１月下旬以降順次支給予定
※令和３年11月生まれは、１月に支
給予定

市
議
会
議
長

　
　

議
会
事
務
局
（
内
線
４
０
３
）

問 市
議
会
副
議
長

町野道
みちあき

明
（大井町）

鵜飼伸
のぶゆき

幸
（三郷町）

樋田千
ち

史
ふみ

（大井町）
西尾三

み え こ

永子
（大井町）

柘植孝
たかひこ

彦
（飯地町）

　
選
任
、
任
命
さ
れ
た
皆
さ
ん
は
次
の
通
り
で
す
（
敬
称
略
）。

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

教
育
委
員
会
委
員

監
査
委
員

任
期　

令
和
３
年
12
月
16
日
か
ら
３
年
間

　
　
総
務
課
（
内
線
３
２
５
）

問任
期　

令
和
３
年
12
月
16
日
か
ら
４
年
間

　
　
教
育
総
務
課
（
内
線
４
６
５
）

問

任
期　

令
和
３
年
12
月
16
日
か
ら
令
和
６

年
11
月
27
日
ま
で
　
　

問
　
監
査
委
員
事
務
局
（
内
線
３
５
０
）

▲市ウェブサイト
臨時特別給付のページ
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